
Ⅲ 養育費の確保
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１．養育費に関する規定の創設（１５年４月施行）

母子及び寡婦福祉法を改正し、養育費支払いの責務等を明記した。

２．強制執行手続の改善

(1)平成１５年の民事執行法改正（１６年４月施行）

養育費等の強制執行について、より利用しやすくした（一度の申し立てで、将来の分についても給料等の債権を差し押さえることがで
きるようにした。）。

(2)平成１６年の民事執行法改正（１７年４月施行）

養育費等の強制執行について、直接強制（債務者の財産を換価して、そこから弁済を受ける方法）のほか、間接強制（不履行の場合に
は養育費債務とは別に上乗せの金銭（間接強制金）を支払うよう債務者に命じて、自ら履行することを心理的に強制する方法）も可能と
した。

３．養育費の取得に係る裁判費用の貸付（１５年４月）

母子寡婦福祉資金の一環として、養育費の確保に係る裁判費用については、特例として生活資金を１２か月分（約１２３万円）を一括し
て貸付けできるようにした。

４．養育費算定基準の周知等（１６年３月）

養育費の相場を知るための養育費算定表や、養育費の取得手続の概要等を示した「養育費の手引き」を作成(８千部)。母子家庭等に対する
相談において活用してもらうべく各自治体に配布。

５．離婚届出時等における養育費取り決めの促進策の実施（１７年８月）

離婚する時などをとらえて、子の養育に関する法的義務について周知し、養育費の取決め書の作成を促すことが有効であると考えられ
ることから、「養育費に関するリーフレット」を作成（４０万部）し、市町村へ配布。

（活用方法）

母子家庭等対策部署と戸籍事務等関係部署と連携の上、

① 離婚届用紙交付時に、養育費に関するリーフレットの配布

② 関係部署の窓口へのリーフレットの設置

③ 養育費の確保の促進に向けた広報活動

など、リーフレットを活用し、養育費の確保の促進策を実施。

母子家庭等の養育費確保に関する取り組み
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６．養育費相談機関の創設・拡充

(1)「養育費相談支援センター」の創設（１９年度）

・母子家庭等就業・自立支援センターにおいて受け付けられた養育費の取り決め等に関する相談中の困難事例への対応や、

養育費相談にあたる人材養成のための研修等を行う「養育費相談支援センター」を創設。

・養育費の意義や取り決め方法、養育費の支払いの確保の手続き、養育費相談支援センターの業務内容をまとめたパンフ

レットを作成し（２１万部）、地方自治体に配布。

(2)養育費専門相談員を設置

・母子家庭等就業・自立支援センターに、養育費専門の相談員を新たに設置。（平成１９年１０月）

・養育費専門相談員の業務に、母子家庭の母が養育費の取り決め等のために家庭裁判所等へ訪れる際の同行支援を追加。

（平成２２年度）

（ 参 考 ）

○母子及び寡婦福祉法

（扶養義務の履行）

第５条 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童について

の扶養義務を履行するように努めなければならない。

２ 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を

確保するように努めなければならない。

３ 国及び地方公共団体は、母子家庭等の児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の

履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるように務めなければならない。

○民法

（離婚後の子の監護に関する事項の定め等）

第７６６条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担

その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

２ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

（扶養義務者）

第８７７条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

２・３ （略）

７．民法等の一部改正（平成２４年４月１日施行）

・改正法において、協議離婚で定めるべき「子の監護について必要な事項」の具体例として、①親子の面会交流、②子の監

護に要する費用の分担等について条文上に明示。

・離婚届に取り決めの有無のチェック欄を設ける。

・法務省、最高裁判所と連携して、養育費の取り決めを促すためのリーフレットを作成。市町村の戸籍の窓口や児童扶養手

当の窓口、裁判所などで配付。
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○夜間・休日を含め利用しやすく、簡易・迅速な養育費
の取り決めや確保をサポートする相談機関の確保を図
る。

○国においては、相談担当者の養成と各地の相談機関の
業務支援を行う。

○養育費の取り決め率の増
○養育費の受給率の増

○ひとり親家庭の生活の安定
○ひとり親家庭で育つ子ども
の健やかな成長

目指すべき方向 養育費相談支援センター設置の趣旨

≪養育費の相談支援の仕組み≫

○養育費に係る各種手続について分かりやすい情報提供
→ホームページへの掲載、パンフレットの作成

○地方公共団体等において養育費相談にあたる人材の養
成のためのプログラム作成と研修会の実施

○母子家庭等就業・自立支援センター等に対する支援
（困難事例への支援）

○母子家庭等に対する電話・メールによる相談

養育費相談支援センター
（委託先:（社）家庭問題情報センター）

○リーフレット等による情報提供
○養育費の取り決めや支払いの履行・強制
執行に関する相談・調整等の支援

○母子家庭等への講習会の開催

母子家庭等就業・自立支援センター

・研修
・サポート

・困難事例
の相談

国
委託

地方公共団体
実施・委託

養育費相談支援センター 電話相談：０１２０－９６５－４１９（携帯電話、PHS以外）、０３－３９８０－４１０８
〔相談時間：月～土（年末年始、祭日を除く） １０：００～２０：００〕 37

１ 養育費相談支援センター事業
創設：平成19年度
相談延べ件数：8,199件（平成24年度）
研修等：84回



請求手続
29%

養育費算定
23%養育費

不履行
12%

減額請求
8%

増額請求
2%

強制執行
5%

面会交流
9%

婚姻費用
3%

その他
9%

相談者別内訳（Ｎ＝6,647） 相談時期内訳（Ｎ＝6,647）

相談内容内訳（Ｎ＝8,199）※複数選択有

相

談

研

修

○母子家庭等就業・自立支援センターの養育費

専門相談員や母子自立支援員を対象とした

全国研修会の実施（7月、9月）

○地方公共団体の行う研修に対する研修講師の

派遣等（H24.4～H25.3） 82か所

養育費相談支援センターにおける相談実績等（H24.4～H25.3）

離婚前
36.7%

離婚後
55.5%

婚姻外
6.5%

その他
0.9%

不明
0.3%

女性
78.8%

男性
19.5%

機関
0.9%

不明
0.8%
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養育費の取り決めと確保に関する司法手続

夫

婦

の

協

議

協
議
離
婚

調
停
離
婚

裁
判
離
婚

養育費の取り決め 養育費の確保

公正証書の作成

口頭又は私的書面

協
議
成
立

話し合いの結果は、「公正証書」に
するのが望ましい。

家庭裁判所の調停

離婚調停の中で、財産分与、慰謝料、親権者に併せ
て、養育費の取り決めをする。

金額、支払期間、支払い方法など
細かい点まで、口約束だけでな
く、書面にすることが望ましい。

裁判による判決
裁判により、離婚、財産分与、慰謝料、親権者に併
せて養育費を決定する。

離婚の
とき、
養育費
の取り
決めを
せず、
養育費
の話し
合いが
できな
い

協
議
不
成
立

家庭裁判所に
養育費増額
（減額）調停の
申立て

事情変更に応じて、養育
費の額を決めなおす。
調停での話し合いがまと

まらない場合は、家庭裁判
所が審判で決める。

家庭裁判所
に履行勧告

の
申し出

調停、審判、裁
判の判決及び和解
で養育費の支払い
が決まっている場
合は、家庭裁判所
から相手に、約束
どおり履行するこ
とを勧告してもら
うことが可能。

調停、審判、判
決、和解及び公正証
書で決めたのに支払
われない場合は、強
制執行を申し立てる
ことができる。
まず、取り決めを

した家庭裁判所又は
公証役場から、取り
決めた文書を相手方
に送達してもらい、
送達証明書をもら
う。
その後、管轄する

地方裁判所の執行係
に強制執行の申立て
をする。強制執行
は、地方裁判所に支
払い義務のある人の
債権（給与や預貯
金）、動産、不動産
などを差し押さえる
手続き。
また、滞納分の支

払いがあるまで債務
者に一定の間接強制
金を課す間接強制を
申し立てることもで
きる。

履行勧
告の成
果がみ
られな
い

判決どおりの履行が
されない

調停条項どおりの履
行がされない

家庭裁判所に
養育費の調停
の申立て

相手に督促をしても払っ
てもらえない場合又は今ま
で養育費の取り決めをして
いなかった場合は、家庭裁
判所に養育費請求の調停申
立てをし、調停で養育費の
取り決めをする。
調停での話し合いがまと

まらない場合は、家庭裁判
所が審判で決める。

約束が守られない

強制執行

履行勧
告せず
に直接
強制執
行するこ
とも
できる。

事情の変更

事情の変更

調停条項どおりの履行がされない

事情の
変更

事情の
変更
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養育費の相談内容（Ｑ&Ａ）

【質問】
離婚時に、相手の求めに応じて、「養育費

は要らない。」との一筆を書きました。 そ
のときは、とにかく早く離婚をしたい一心
で、「離婚してくれるなら、養育費はもらわ
ないでもよい。」との気持ちから、養育費の
取り決めはしなかったのです。
しかし、子どもが中学に進学し、あてにして
いた実家の親が病気で倒れたりして生活の余
裕がなくなり、養育費の送金がどうしても必
要になりました。 貰わないと言っておきな
がら、養育費の請求ができるのでしょうか。

【回答】
養育費は、子どものためのものですから、

子どもの養育に必要がある限り請求ができま
す。 まずは、相手とよく話し合ってみてく
ださい。 ただ、相手も養育費は要らないも
のとして生活設計をしているでしょうから、
養育費の協議は難航するかもしれません。
本当は離婚時にきちんと取り決めをしておく
ことがよかったのでしょうね。
家庭裁判所の調停の申立てをされるとよいで
しょう。

【養育費相談支援センターホームページより】 ホームページアドレス：http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/

養育費の請求 養育費の不履行

【質問】
離婚のときに決めた養育費の支払いをして

くれなくなりました。 書面の取り交わしをし
ているのですが、相手は、言を左右にして
払ってくれません。どうすればよいでしょう
か。

【回答】
私的な書面の場合、相手に督促しても払わ

ないときは、強制的に支払いを求めることは
難しいです。 改めて、家庭裁判所の調停を申
し立てられることをお勧めします。 家庭裁判
所の調停で決めた場合は、確定判決と同等の
効力がありますから、強制執行も可能となり
ます。
話し合いができるのであれば、私的な書面で
はなく、公正証書を作成するとよいでしょ
う。 その場合は、強制執行の認諾条項のつい
た公正証書を作成することをお勧めします。

【質問】
相手が子どもと面会交流することを要求

し、会えないなら養育費を払わないと言って
います。子に会わせないと養育費はもらえな
いのですか。

【回答】
養育費と面会交流とは別の問題です。面会

交流を実施しなくても養育費を請求すること
はできます。ただ、子どもさんに会うことは
養育費を支払う励みになるでしょうし、別れ
た親と子が良い関係を持てるようにすること
は大切なことです。会わせることが難しい事
情がある場合には子どもさんの成長の様子や
写真などを送ってあげるという方法もありま
す。

面会交流と養育費

【質問】
離婚時に、相手の求めに応じて、「養育費

は要らない。」との一筆を書きました。 そ
のときは、とにかく早く離婚をしたい一心
で、「離婚してくれるなら、養育費はもらわ
ないでもよい。」との気持ちから、養育費の
取り決めはしなかったのです。
しかし、子どもが中学に進学し、あてにして
いた実家の親が病気で倒れたりして生活の余
裕がなくなり、養育費の送金がどうしても必
要になりました。 貰わないと言っておきな
がら、養育費の請求ができるのでしょうか。

【回答】
養育費は、子どものためのものですから、
子どもの養育に必要がある限り請求ができま
す。 まずは、相手とよく話し合ってみてく
ださい。 ただ、相手も養育費は要らないも
のとして生活設計をしているでしょうから、
養育費の協議は難航するかもしれません。
本当は離婚時にきちんと取り決めをしておく
ことがよかったのでしょうね。
家庭裁判所の調停の申立てをされるとよいで
しょう。
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【養育費相談支援センターホームページより】

養育費相談支援センター：電話相談：０１２０－９６５－４１９（携帯電話、PHS以外）、０３－３９８０－４１０８
〔受付時間：月～土（年末年始、祭日を除く）１０：００～２０：００〕

メール相談：info@youikuhi.or.jp
ホームページによる情報提供：http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/

財産開示手続き

【質問】
養育費の請求の調停を申し立てようと考えていますが、離婚後連

絡が取れなくなり、困っています。どうしたらよいでしょうか。

【回答】
調停を進めるには、相手に調停などの通知をする必要があります

から、調停の申立時には、 相手の住所（郵便の届く住所）を記載す
る必要があります。
相手の住所を調べるには、相手の｢戸籍の附票」を取り寄せる方法

と、元の「住民票」から転居先を調べる方法があります。連絡先が
分からなくなって何年も経っているような場合には、相手の本籍地
の市役所等から「戸籍の附票」を取り寄せるとよいでしょう。「戸
籍の附票」には相手が届け出た「住民票」上の住所が載っていま
す。
相手が比較的最近、転居したが転居先がわからないという場合に

は、それまで「住民票」があった住所の市役所等で「除かれた住民
票」を請求することができます。
「戸籍の附票」も、「除かれた住民票」も、請求するときは、請

求する側の戸籍謄本や本人確認のための資料を示して、子どもの親
であることを明確にし、「裁判所に提出する必要がある」という理
由を示すことが必要です。

相手の所在がわからないとき

【質問】
強制執行の申し立てを行うことを考えています。相手（義務者）は

働いており、かなりの貯金もあるはずですが、相手の財産がわかりま
せん。どうしたらよいでしょうか。

【回答】
債権者の申立てにより、裁判所が債務者に財産の開示を命じる制度

（財産開示手続き）があります。
これは、地方裁判所に申し立てて、義務者を呼び出し、資産や収入

の状況について、調べてもらうことができるものです。それは債務名
義（調停調書、判決書などのことです。ただし、公正証書は含まれま
せん。）があるほかに、債務者に対する強制執行等で債権の全額が回
収できなかった場合、又は、判明している債務者の財産に対する強制
執行を実施しても完全に回収ができそうにない場合、のいずれかの要
件が必要です。
法テラスや弁護士会に相談し、弁護士に依頼するなどして、手続き

を進めるとよいでしょう。収入や資産がありながら、支払をしない相
手には、有効な手続きと思われます。
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民法における養育費等の取決めの明確化
（「民法等の一部を改正する法律」（平成２３年６月３日公布）における民法の改正内容）

現 行 改 正

（離婚後の子の監護に関する事項の定め等）

第７６６条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護を
すべき者その他監護について必要な事項は、その協議で
定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができ
ないときは、家庭裁判所が、これを定める。

（新設）

２ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所
は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相
当な処分を命ずることができる。

３ 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権
利義務に変更を生じない。

（離婚後の子の監護に関する事項の定め等）

第７６６条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護を
すべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子
の監護に要する費用の分担その他の子の監護について
必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、
子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

２ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができな
いときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

３ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規
定による定めを変更し、その他子の監護について相当な
処分を命ずることができる。

４ 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権
利義務に変更を生じない。

施行時期：平成２４年４月１日
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（参考） 離婚届の様式（記載例）
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政府及び関係者は、本法の施行に当たり、
次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 ～ 四 （略）

五 離婚後の面会交流及び養育費の支払い
等について、児童の権利利益を擁護する観
点から、離婚の際に取決めが行われるよう、
明文化された趣旨の周知に努めること。また、
その継続的な履行を確保するため、面会交
流の場の確保、仲介医支援団体等の関係者
に対する支援、履行状況に関する統計・調査
研究の実施など、必要な措置を講ずること。

六 ～ 十一（略）

衆議院 平成２３年４月２６日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、
次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 ～ 十 （略）

十一 離婚後の面会交流及び養育費の支払い
等について、児童の権利利益を擁護する観
点から、離婚の際に取決めが行われるよう
に明文化された趣旨の周知に努めるととも
に、面会交流の円滑な実現及び継続的な
養育費支払い等の履行を確保するための
制度の検討、履行状況に関する統計・調査
研究の実施等、必要な措置を講ずること。

十二（略）

参議院 平成２３年５月２６日

民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
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出典：親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書（抜粋）
（平成２３年２月 研究代表者 棚村政行（早稲田大学教授）

面会交流における取り決めと養育費に関する取り決めの相関

養育費支払いの実現性と面会交流の実現性の相関

養育費の取り決めがある 養育費の取り決めがない 計

面会交流の取り決めがある １１６件 ６６．７％ ２６件 １４．９％ １４２件 ８１．６％

面会交流の取り決めがない １４件 ８．０％ １８件 １０．４％ ３２件 １８．４％

計 １３０件 ７４．７％ ４４件 ２５．３％ １７４件 １００．０％

養育費が実現している
養育費が実現していない

（含む無回答）
計

面会交流が行われている ９５件 ５２．２％ ３６件 １９．８％ １３１件 ７２．０％

面会交流が行われていた １０件 ５．５％ ６件 ３．３％ １６件 ８．８％

面会交流が行われていない ９件 ４．９％ ２６件 １４．３％ ３５件 １９．２％

計 １１４件 ６２．６％ ６８件 ３７．４％ １８２件 １００．０％

面会交流と養育費の関係

○養育費の取り決めがある者は、面会交流の取り決めを同時に有している場合が多かった。養育費に関する取り決めがない
場合には、面会交流の取り決めについてもない場合が多かった。このように見ると、面会交流取り決めがある者は、同時に養
育費の取り決めをしていることが多いと言える。

○養育費が実現している者ほど面会交流の実現性も高くなっており、養育費が実現していない（または無回答も含む）場合と
比較しても相関性が認められると言える。つまり、養育費を支払っている者は、面会交流も実現している場合が多いと言え
る。養育費の支払いと面会交流は、同時履行の関係ではないが、両者は、車の両輪のような関係で、養育費は子どもの生活
の支えであり、面会交流は子どもの心の支えで、両者はともに重要であることがわかる。
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円滑な面会交流に向けた支援

【事業内容】

○ 平成２３年６月に公布された民法改正法で協議離婚で定めるべき「子の監護について必要な事項」として、親子の面会交流が明示

された。
○ 面会交流が子の健やかな育ちを確保する上で有意義であること、養育費を支払う意欲につながるものであることなどから、母子家庭
等就業・自立支援センター事業において、継続的な面会交流の支援を行う。

○ 具体的には、面会交流の取り決めがあり父母間で合意がある児童扶養手当受給者相当（非監護親等）を対象に、面会交流の支援を行
うための活動費の補助を行う。

※母子家庭等対策総合支援事業「母子家庭等就業・自立支援センター事業」の中のメニューとして平成２４年度より実施

【沿革】平成２４年度創設
【実施主体】都道府県・指定都市・中核市
【補助率】国１／２、都道府県等１／２
【２６年度予算案額】母子家庭等対策総合支援事業（９，０９５百万円）の内数

事業実施主体：
都道府県・指定都市・中核市
（母子家庭等就業・自立支援センター）
※母子寡婦福祉団体、ＮＰＯ法人等に委託可

（公益社団法人）
家庭問題情報センター 等

専門的見地からの指導・助言

再委託可

取り決めのある面会交流の日程調整、
場所の斡旋、アドバイスなど

２ 面会交流支援事業
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